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ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除の実施について

平成28年９月26日付け28消安第2731号

農林水産省消費･安全局長通知

改正履歴

令和２年４月23日付け ２消安第399号 一部改正
令和３年１月14日付け ２消安第4283号 一部改正
令和７年７月14日付け　７消安第2331号　一部改正

第１ 目的

この通知は、ジャガイモシロシストセンチュウ（Globodera pallida。第８（２の

（６）、３の（９）、４及び６を除く。）を除き以下「Ｇｐ」という。）の緊急防除の

実施について、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令（平成28年

農林水産省令第61号。以下「省令」という。）及び植物防疫法（昭和25年法律第151

号。以下「法」という。）第19条第２項の規定により交付される緊急防除協力指示書

（以下「協力指示書」という。）に定めるもののほか、当該緊急防除の実施の詳細を

規定することにより、その円滑かつ的確な実施に資することを目的とする。

第２ 定義

１ この通知において「作付禁止植物」とは、省令第３条の規定により作付けの禁止

の対象となる植物をいう。

２ この通知において「移動制限植物」とは、省令第５条第１項の規定により移動の

制限の対象となるものであって、次に掲げるものをいう。

（１）防除区域内で生産されたなす科植物の地下部

（２）防除区域内で生産されたなす科植物以外の植物の地下部のうち土の付着したも

の

（３）防除区域以外の地域で生産された植物の地下部であって、防除区域内で生産さ

れた植物の地下部のうち土の付着したものと混在したもの

第３ 植物防疫員の任命

防除区域の所在地を管轄する植物防疫所（那覇植物防疫事務所を含む。以下同じ。）

の長（以下「植物防疫所長」という。）は、当該防除区域を管轄する都道府県（以下

単に「都道府県」という。）の長（以下「都道府県知事」という。）又は市町村（以

下単に「市町村」という。）の長（以下「市町村長」という。）から、協力指示書に

基づき当該都道府県知事又は当該市町村長が指定した職員を法第３条第２項に定める

植物防疫員に任命することを希望する旨の申出があったときは、「植物防疫員任命の

手続について」（平成19年４月２日付け18消安第14330号農林水産省消費･安全局長通

知）の３に規定する者を植物防疫員に任命する。

第４ 検査補助員の委嘱

１ 植物防疫所長は、第７の規定により植物防疫官が行う事務を補助させるために必

要があると認める場合には、検査補助員を委嘱する。
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２ 植物防疫所長は、検査補助員の委嘱に当たっては、あらかじめ都道府県知事に対

し、ばれいしょの病菌害虫に関する知識を有する者の推薦を求める。ただし、法第

３条第２項に規定する植物防疫員、法第33条に規定する病害虫防除員及び農業改良

助長法（昭和23年法律第165号）第８条第１項に規定する普及指導員の経験を有す

る者並びに種馬鈴しょ検疫実施要領（昭和49年８月31日付け49農蚕第5333号農林省

農蚕園芸局長通達）第２に規定する補助員又は補助員の経験を有する者については、

都道府県知事に対して当該推薦を求めることなく、検査補助員として委嘱すること

ができる。

３ 検査補助員の委嘱は、別記様式第１号の辞令を交付して行う。

４ 植物防疫所長は、検査補助員の氏名、担当地域及び連絡先を都道府県及び市町村

の担当者並びに当該検査補助員の担当地域に存するほ場の所有者又は管理者に周知

する。

第５ 作付けの禁止

１ 植物防疫官は、植物防疫所長が定めた方法に従って行う検査の結果を記載した発

生状況検査結果通知書（別記様式第２号）を当該検査を実施したほ場の所有者又は

管理者並びに都道府県及び市町村の担当者に交付する。

２ 植物防疫官は、その行う検査の結果Ｇｐが存在していると認めたほ場（以下「Ｇ

ｐ発生ほ場」という。）において作付禁止植物の作付けがされていた場合（省令第

３条ただし書による許可を受けた場合を除く。）には、当該作付禁止植物の所有者

又は管理者に対し、当該作付禁止植物の地下部について、Ｇｐの分散防止措置を講

じた上で速やかに廃棄するよう指示する。

第６ 試験研究の用に供するものに係る作付けの許可

１ 植物防疫所長は、試験研究の用に供するために省令第３条第２号の規定による許

可（以下「作付けの許可」という。）を受けようとする者に対し、その者の住所地

を管轄する植物防疫所を経由して、作付禁止植物作付許可申請書（省令別記様式第

１号。以下「作付許可申請書」という。）及び当該作付許可申請書の内容の詳細が

分かる資料（以下「作付許可申請書等」という。）を作付予定日の40日前までに農

林水産大臣に提出させる。ただし、植物防疫所長が正当な理由があると認めるとき

は、その提出の期限を経過した後であっても、当該作付許可申請書等を提出させる

ことができる。

２ 植物防疫所長は、作付許可申請書等の提出があったときは、その内容について、

次に掲げる基準に基づき審査を行い、当該審査において必要がある場合には現地を

確認する。

（１）作付けをしようとする作付禁止植物が、Ｇｐに対して相当の抵抗性を有してい

ると認められること。

（２）作付禁止植物の栽培面積が、目的とする試験研究の用に供するために必要な最

小限の面積であること。

（３）試験研究に従事する者以外の立入りができないよう、柵等が作付禁止植物の作

付けをしようとするほ場に設置されていること。

（４）栽培中の管理責任者が、原則として作付許可申請書等を提出した者（以下「作
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付許可申請者」という。）と同一の機関等に所属する者（作付許可申請者と管理

責任者が同一人物であっても差し支えない。）であって、目的とする試験研究及

びＧｐの分散防止に関し十分な知識と経験を有する者であること。

（５）作付禁止植物の栽培期間が、原則として、作付予定日から３年を経過した日又

は省令が失効する日のいずれか早い日までに終了すること。

３ 植物防疫所長は、作付許可申請書等の内容が２に掲げる基準を全て満たす場合に

は、作付けの許可を行うに当たって必要となる当該許可書に付する条件であって、

次に掲げることに関するものの案を作成し、作付許可申請等とともに農林水産大臣

に進達する。

（１）作付禁止植物の作付け前に、当該作付禁止植物の作付けをしようとするほ場が

作付けの許可に係るものである旨の植物防疫官の確認を受けること。

（２）作付許可申請書の記載どおりに、作付禁止植物を栽培すること。

（３）作付禁止植物、当該作付禁止植物の作付けをするほ場の土及びＧｐの譲渡その

他の処分が制限又は禁止されること。

（４）毎年３月末までに、作付禁止植物、当該作付禁止植物の作付けをするほ場及び

Ｇｐの管理状況について、当該ほ場の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農

林水産大臣に報告すること。

（５）作付けの許可の条件に違反した場合、当該許可を取り消し、当該作付禁止植物

の地下部を廃棄し、当該作付禁止植物の作付けをしたほ場の土壌消毒等の実施に

より、土壌中のＧｐの発生密度を十分低下させることを命ずることがあること。

（６）試験研究終了の際には、植物防疫官の立会いの下に作付禁止植物の地下部を植

物防疫官の指示する方法で廃棄し、当該作付禁止植物の作付けをしたほ場の土壌

消毒等の実施により、土壌中のＧｐの発生密度を十分低下させること。

（７）作付禁止植物及びＧｐの管理経過並びに試験研究の結果の概要を植物防疫所を

経由して農林水産大臣に報告すること。

（８）（１）から（７）までに掲げることのほか、Ｇｐの緊急防除に支障を及ぼさな

いようにするために植物防疫所長が必要であると認めること。

４ 農林水産大臣は、３により進達された作付許可申請書等について、Ｇｐの緊急防

除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、３により進達された条件の案を踏

まえ、必要な条件を付して作付けの許可を行い、作付禁止植物作付許可証明書（省

令別記様式第２号。以下「作付許可証明書」という。）を当該植物防疫所長を経由

して、作付許可申請者に交付する。

５ 植物防疫所長は、４により作付けの許可を受けた者から当該作付けの許可の内容

又は条件を変更したい旨の申請を受け付けた場合には、１から３までの規定に準じ、

書類を提出させ、審査を行い、変更後の条件の案を作成して農林水産大臣への進達

を行うものとする。

６ 農林水産大臣は、５により進達された申請について、Ｇｐの緊急防除に支障を及

ぼすおそれがないと認めるときは、５により進達された条件の案を踏まえ、当該申

請に係る作付けの許可の条件を変更し、４の規定に準じ、その旨を当該申請を行っ

た者に通知する。

７ 植物防疫所長は、必要に応じて作付けの許可に係るほ場に植物防疫官を立ち入ら

せ、当該ほ場及び栽培中の作付禁止植物の管理状況を確認させる。
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８ 植物防疫所長は、作付けの許可を受けた者から、試験研究を終了する旨の申出が

あったときは、植物防疫官に作付禁止植物の地下部の廃棄の方法及び当該作付禁止

植物の作付けをしたほ場における土壌消毒等の土壌中のＧｐの発生密度を低下させ

る方法を指示させるとともに、植物防疫官を廃棄に立ち会わせる。

９ 植物防疫所長は、年度ごとに、作付けの許可に係るほ場、作付禁止植物及びＧｐ

の管理状況を取りまとめ、翌年度の４月末までに別記様式第３号により植物防疫課

長に報告する。

第７ 移動検査の実施

１ 省令第５条第１項の規定による検査（以下単に「検査」という。）は、次のとお

り行う。

（１）検査の申請

植物防疫官は、検査を受けようとする者に対し、当該検査を受けようとする日

の２日前までに、防除区域の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に移動制

限植物等移動検査申請書（省令別記様式第４号。以下「検査申請書」という。）

を提出させる。ただし、（３）のイの検査を受けようとする場合は、検査を受け

ようとする当該年の５月31日までに検査申請書を提出させるものとする。

なお、検査の申請は、検査補助員、農業者団体等を経由して行うことができる。

（２）検査の期日及び場所

植物防疫官は、検査を申請した者に対し、検査の期日及び場所を通知する。

（３）検査の実施

ア 加工工場又は選果場（以下「加工工場等」という。）に搬入される移動制限

植物及びその容器包装

植物防疫官は、検査の申請に係る移動制限植物及びその容器包装について、

次に掲げる措置が確実に講じられるものであると認められることを確認する。

なお、（イ）が適切に行われることの植物防疫官による確認は、移動制限植物

及びその容器包装を運搬する車両のおおむね10％以上を確認することにより行

うものとする。

（ア）検査の申請に係る移動制限植物の全量及びその容器包装が、次に掲げる

ことが確実に実施されると認められる加工工場等に搬入されること。

ａ 検査の申請に係る移動制限植物の残さ及び当該移動制限植物の容器包

装が適切に処分されること。

ｂ 検査の申請に係る移動制限植物及びその容器包装に付着した土につい

て、加工工場等の敷地外に飛散しないための管理が適切に行われること。

ｃ 移動制限植物の洗浄等の過程で生じた排水について、Ｇｐが加工工場

等の敷地外に分散しないための管理が適切に行われること。

（イ）加工工場等への搬入に使用する車両は、車体及びタイヤに付着した土を

洗浄等により除去すること、密閉型コンテナーを使用すること、荷台を幌

で覆うこと等により、その移動中に土の飛散や荷口の落下が起きないため

の管理が適切に行われること。

イ 加工工場に搬入されない馬鈴しょの生塊茎（栽植の用に供するものを除く。）

及びその容器包装
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（ア）植物防疫官は、検査の申請に係る移動制限植物及びその容器包装につい

て、ａを確認するとともに、ｂに掲げる措置が確実に講じられるものであ

ると認められることを確認する。なお、植物防疫官によるｂの（ｂ）の確

認は、搬送に使用する車両のおおむね10％以上を確認することにより行う

ものとする。

ａ 検査の申請に係る馬鈴しょを栽培するすべてのほ場において、栽培期

間中にほ場別に任意に抽出し掘り取った馬鈴しょ 10株以上を検査し、

Ｇｐが検出されないことを確認する。なお、検査株数については、植物

防疫所長がほ場の面積に応じて設定する。また、検査に当たって、植物

防疫官は、ほ場の入口付近等のＧｐが確認されやすい傾向にある場所の

株を対象とするとともに、ほ場全体を見渡し、生育不良株がある場合は、

当該株を対象に加えるものとする。

ｂ ａでＧｐが検出されなかったほ場で収穫された馬鈴しょの生塊茎の搬

送に当たって、次に掲げる措置がとられること。

（ａ）生産ほ場及び選果場において、馬鈴しょの生塊茎に付着した土壌

が除去され、除去した土壌の処分が適切にされること。

（ｂ）生産ほ場から選果場までの搬送に使用する車両について、車体及

びタイヤに付着した土を洗浄等による除去が行われること、密閉型

コンテナーを使用すること、荷台を幌で覆うこと等により、その移

動中に土の飛散や荷口の落下が起きないための管理が適切に行われ

ること。

（イ）なお、イの検査を申請できるほ場は、以下のａ及びｂの条件を満たすほ

場に限るものとする。

ａ 市町村又は農業者団体から、第13により、防除指導の実施計画及び実

施報告が都道府県を経由して植物防疫所長に提出されており、植物防疫

官によって、その内容が適切であると確認された地域に位置しているほ

場であること。

ｂ 省令第３条第１号の規定により植物防疫官が行う検査の結果、Ｇｐが

存在していると認めたほ場以外のほ場（過去にＧｐを確認したほ場のう

ち、防除によってＧｐが検出されなくなったほ場にあっては、「ジャガ

イモシロシストセンチュウ再発防止対策指導要領」（令和２年４月23日

付け２消安第401号農林水産省消費・安全局長通知）第３の１による調

査が終了したほ場に限る。）であって、直近の馬鈴しょ栽培後に植物防

疫官が実施した土壌検診において、Ｇｐが確認されていないほ場

ウ 加工工場等に搬入されない移動制限植物及びその容器包装のうちイを除くも

の

植物防疫官は、検査の申請に係る移動制限植物及びその容器包装について、

Ｇｐが付着していないことを確認する。なお、植物防疫官による確認は、抽出

（当該移動制限植物及びその容器包装の数量のおおむね２％以上）により行っ

ても差し支えない。

（４）移動制限植物等検査合格証明書の交付及び移動検査合格証印の表示

植物防疫官は、（３）の確認ができた場合、Ｇｐのまん延を防止するための適
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切な措置が講じられていると認められるものとして、当該確認に係る移動制限植

物及びその容器包装を（３）の検査に合格させ、検査申請書を提出した者に対し、

移動制限植物等検査合格証明書（省令別記様式第５号）を交付し、当該移動制限

植物又はその容器包装に別記様式第４号の移動検査合格証印を表示する。ただし、

法第13条第４項に規定する合格証明書又は植物防疫官の発行するその謄本若しく

は抄本（以下「合格証明書等」という。）を添付してあるものについては、当該

合格証明書等の添付をもってこれに代えることができる。

なお、検査合格証明書の交付は、検査補助員、農業者団体等を経由して行うこ

とができる。

（５）合格の取消し

植物防疫官は、（３）の検査に合格した移動制限植物及びその容器包装にＧｐ

のまん延を防止するための適切な措置が講じられていないと認めるときは、当該

移動制限植物及びその容器包装に係る合格を取り消す。この場合、植物防疫官は、

（４）の移動制限植物等検査合格証明書の返還を命じ、（４）の移動検査合格証

印を除去し、又は抹消する。

２ 防除区域の所在地を管轄する植物防疫所長は、年度ごとに、移動制限植物及びそ

の容器包装の検査実績を取りまとめ、翌年度の４月末までに別記様式第５号により

植物防疫課長に報告する。

３ 植物防疫官及び植物防疫員は、省令第５条第１項の規定による移動の制限に違反

して、移動制限植物及びその容器包装が防除区域以外の地域に移動されたことを確

認した場合には、当該移動制限植物及びその容器包装の所有者又は管理者に対し、

速やかにＧｐのまん延防止措置を講じた適切な方法で防除区域内に返送し、又は廃

棄するよう指示する。

第８ 植物防疫員の検査

植物防疫員は、植物防疫官の指示に基づき、植物防疫官に代わって検査を実施でき

るものとする。

第９ 試験研究の用に供するものに係る移動の許可

１ 植物防疫所長は、試験研究の用に供するために省令第５条第１項ただし書の規定

による許可（以下「移動の許可」という。）を受けようとする者に対し、その者の

住所地を管轄する植物防疫所を経由して、移動制限植物等移動許可申請書（省令別

記様式第６号。以下「移動許可申請書」という。）及び当該移動許可申請書の内容

の詳細が分かる資料（以下「移動許可申請書等」という。）を移動予定日の40日前

までに農林水産大臣に提出させる。ただし、植物防疫所長が正当な理由があると認

めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該移動許可申請書等を提

出させることができる。

２ 植物防疫所長は、移動許可申請書等の提出があったときは、その内容について、

次に掲げる基準に基づき審査を行い、当該審査において必要がある場合には現地を

確認する。

（１）移動許可申請書を提出した者（以下「移動許可申請者」という。）が、（４）

の基準を満たしている施設の所有者又はその施設を使用する許可が与えられてい
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る者であること。

（２）移動制限植物の数量が、目的とする試験研究の用に供するために必要な最小限

の数量であること。

（３）移動制限植物及びその容器包装について、移動中に散逸しないように厳重に梱

包すること。

（４）試験研究の用に供する移動制限植物及び当該移動制限植物に付着したＧｐ（以

下第８（２の（６）、３の（９）、４及び６を除く。）において単に「Ｇｐ」とい

う。）を管理する施設が、次に掲げる基準を満たすこと。

ア 移動制限植物のみを試験研究の用に供する場合は、オートクレーブ等の殺虫

設備その他試験研究設備が整えられた微生物実験室と同等の設備が設置されて

いること。

イ Ｇｐを試験研究の用に供する場合は、アに加え、試験研究室の出入り口に土

が飛散しないような設備等が設置されていること。

ウ 試験研究室には専用の作業服を用意し、試験研究の用に供するＧｐが当該試

験研究に従事する者の出入りにより散逸しないよう管理できること。

エ アからウまでに掲げるもののほか、試験研究の内容に応じ、Ｇｐの分散防止

措置が適切に講じられていること。

（５）Ｇｐの飼育には土の飛散防止措置が講じられた専用の飼育器、鉢等を用い、飼

育はその中でのみ行うこと。

（６）移動後の管理責任者は、原則として移動許可申請書等を提出した者と同一の機

関に所属する者（移動許可申請者と管理責任者が同一人物であっても差し支えな

い。）であって、目的とする試験研究及びＧｐの分散防止に関し十分な知識と経

験を有する者であること。

（７）移動制限植物及びＧｐの試験研究期間は、原則として、移動予定日から３年を

経過した日又は省令が失効する日のいずれか早い日までに終了すること。

３ 植物防疫所長は、移動許可申請書等の内容が２に掲げる基準を全て満たす場合に

は、移動の許可を行うに当たって必要となる当該移動の許可に付する条件であって、

次に掲げることに関するものの案を作成し、移動許可申請書等とともに農林水産大

臣に進達する。

（１）移動前に、移動しようとする移動制限植物及びその容器包装が移動の許可を受

けているものである旨の植物防疫官の確認を受けること。

（２）移動許可申請書の記載どおりに、移動制限植物及びその容器包装を移動するこ

と。

（３）移動許可申請書の記載どおりに、移動後の移動制限植物を管理すること。

（４）移動後の移動制限植物及びＧｐの譲渡その他の処分が制限又は禁止される

こと。

（５）毎年３月末までに、移動後の移動制限植物及びＧｐの管理状況について、管理

場所を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に報告すること。

（６）許可の条件に違反した場合、当該許可を取り消し、当該移動制限植物及びその

容器包装並びにＧｐの廃棄を命ずることがあること。

（７）試験研究終了の際、植物防疫官の立会いの下に移動制限植物及びＧｐを植物防

疫官の指示する方法で廃棄すること。



- 8 -

（８）移動制限植物及びＧｐの管理経過並びに試験研究の結果の概要を植物防疫所を

経由して農林水産大臣に報告すること。

（９）（１）から（８）までに掲げることのほか、Ｇｐの緊急防除に支障を及ぼさな

いようにするために植物防疫所長が必要であると認めること。

４ 農林水産大臣は、３により進達された移動許可申請書等について、Ｇｐの緊急防

除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、３により進達された条件の案を踏

まえ、必要な条件を付して移動の許可を行い、移動制限植物等移動許可証明書（省

令別記様式第７号。以下「移動許可証明書」という。）を当該植物防疫所長を経由

して、移動許可申請者に交付する。

５ 植物防疫所長は、４により移動の許可を受けた者から当該移動の許可の内容又は

条件を変更したい旨の申請を受け付けた場合には、１から３までの規定に準じ、書

類を提出させ、審査を行うとともに、変更後の条件の案を作成して農林水産大臣に

進達を行うこととする。

６ 農林水産大臣は、５により進達された申請について、Ｇｐの緊急防除に支障を及

ぼすおそれがないと認めるときは、５により進達された条件の案を踏まえ、当該申

請に係る移動の許可の条件を変更し、４の規定に準じ、その旨を当該申請を行った

者に通知する。

７ 植物防疫所長は、必要に応じて移動の許可に係る試験研究施設に植物防疫官を立

ち入らせ、当該移動制限植物及びＧｐの管理状況を確認させる。

８ 植物防疫所長は、移動の許可を受けた者から、試験研究を終了する旨の申出があ

ったときは、植物防疫官に移動制限植物及びＧｐの廃棄の方法を指示させるととも

に、植物防疫官を廃棄に立ち会わせる。

９ 植物防疫所長は、年度ごとに、移動の許可に係る移動制限植物及びＧｐの管理状

況を取りまとめ、翌年度の４月末までに別記様式第６号により植物防疫課長に報告

する。

第10 廃棄の措置

１ 植物防疫官は、移動制限植物（第２の２の（２）の移動制限植物にあっては土を

除去した場合にその商品価値が著しく損なわれるおそれがあるもの、同（３）の移

動制限植物のうちなす科植物であって塊茎により繁殖するものにあっては同種の植

物と混在したもの、同（３）の移動制限植物のうちなす科植物であって塊茎以外に

より繁殖するものにあっては同種の植物と混在したもの及び土を除去した場合にそ

の商品価値が著しく損なわれるおそれがあるもの、同（３）の移動制限植物のうち

なす科植物以外の植物にあっては土を除去した場合にその商品価値が著しく損なわ

れるおそれがあるものに限る。）及びその容器包装を省令第７条の規定による廃棄

の対象となる移動制限植物（以下「廃棄対象植物」という。）及びその容器包装（以

下「廃棄対象植物等」という。）として指定する。ただし、次に掲げるものについ

ては、指定しない。

（１）試験研究の用に供されるもの

（２）省令第５条第１項本文の表示を付して防除区域外に移動されるもの

（３）法第13条第４項に規定する合格証明書等を添付してあるもの

（４）防除区域内で消費（加工を含む。）されることが確実と認められるもの
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２ 都道府県の担当者は、１の廃棄対象植物等であって、植物防疫官が廃棄を命ずる

ことを予定しているものについて、その所有者又は管理者に対し、廃棄対象植物の

廃棄に伴う買上げなど廃棄の手続について十分な説明を行う。

３ 都道府県の担当者は、「ジャガイモシロシストセンチュウ緊急防除実施細目」（平

成28年９月７日付け28消安第2515号農林水産省消費･安全局長通知。以下「実施細

目」という。）の４の（２）に規定するところにより、廃棄対象植物の廃棄に伴う

買上げ基準を策定するため、防除区域の市町村ごとに、少なくとも１人の農業者を

含む３人の評価人を選び、評価会を開催する。

４ 都道府県の担当者は、実施細目の４の（１）のアに規定するところにより、廃棄

対象植物であって、植物防疫官が廃棄を命ずることを予定しているものについて、

その所有者又は管理者に対し、３で策定した買上げ基準に基づく買上げ額を提示し、

廃棄することについて了解を得る。

５ 植物防疫官は、４により廃棄の了解を得た場合には、その廃棄対象植物等の所有

者又は管理者に対して、当該廃棄対象植物等を廃棄すべきことを命じ、別記様式第

７号の廃棄命令書を交付する。

なお、廃棄は、植物防疫官又は植物防疫員の立会いの下で行うこととする。

６ 植物防疫官又は植物防疫員は、５の廃棄に当たっては、廃棄対象植物等の所有者

又は管理者に対し、廃棄の場所等を併せて指示する。

なお、当該廃棄対象植物等を防除区域内で廃棄できないやむを得ない理由がある

として植物防疫官が認めた場合は、植物防疫官が指定する防除区域以外の地域の場

所で廃棄することができる。ただし、防除区域内から防除区域以外の地域に移動す

る際に、植物防疫官又は植物防疫員からＧｐのまん延を防止するための適切な措置

が講じられていることの確認を受けたものに限る。

７ 植物防疫員は、５の廃棄対象植物等の廃棄に立ち会ったときは、その実績につい

て植物防疫官に報告する。

８ 植物防疫所長は、年度ごとに、廃棄対象植物等の廃棄実績を取りまとめ、翌年度

の４月末までに別記様式第８号により植物防疫課長に報告する。

第11 防除区域の解除

１ 植物防疫所長は、防除区域において防除を実施した結果、土壌中のＧｐの発生密

度が十分に低下したと判断するときは、当該防除の結果の概要を植物防疫課長に報

告する。

２ 植物防疫課長は、１の報告があった場合は、防除区域の解除について、有識者の

意見を聴く。

第12 防除区域内における防除指導

都道府県、市町村又は農業者団体は、植物防疫所と連携し、防除区域内に存するほ

場の所有者又は管理者に対して、以下の指導を行う。

（１）防除区域内から防除区域以外の地域に車両、農機具等を移動する際は、土の付

着がないことを確認することにより、土の飛散防止を図ること。なお、車両、農

機具等を洗浄する場合は、その過程で生じた排水が防除区域以外の地域に流出し

ないよう留意すること。
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（２）防除区域内において、移動制限植物又はその容器包装、車両、農機具等をＧｐ

発生ほ場から移動する際は、（１）に準じて土の飛散防止を図ること。

（３）移動制限植物又はその容器包装、車両、農機具等にＧｐが付着し、又は付着し

ているおそれがあると認めた場合は、速やかに、植物防疫所にその旨を報告する

こと。

（４）防除区域内に存するＧｐ発生ほ場以外のほ場において作付禁止植物を栽培する

場合は、Ｇｐに対して相当の抵抗性を有していると認められる品種を選択すると

ともに、作付禁止植物以外の植物を組み合わせて３年以上の輪作体系を組み、作

付禁止植物の連作を行わないようにする。

（５）作付禁止植物の地下部がほ場内に残存しないよう収穫時の除去を徹底すること

（ただし、試験研究の用に供するため作付禁止植物を栽培する場合はこの限りで

ない。）。

（６）防除区域内に存するほ場において植物を栽培する場合にあっては、その栽培前

に、圧雪により土壌を凍結させる処理を実施すること等により、前年度以前にほ

場内に残存した作付禁止植物の地下部の除去を徹底すること。

（７）防除区域内に存するほ場において植物を栽培する場合であって、その栽培期間

中に前年度以前に栽培された作付禁止植物の地下部等から生育してきた作付禁止

植物があった場合は、その除去を徹底すること。

（８）作付禁止植物の作付けをする予定のある防除区域内に存するＧｐ発生ほ場以外

のほ場については、作付け前にＧｐが発生しているかどうかについて、都道府県、

農業者団体等が実施する土壌検診の受診を徹底すること。

第13 防除区域内における防除指導に係る計画及び報告

１ 市町村又は農業者団体は、防除区域内に存するほ場の所有者又は管理者に対して

実施する防除指導の実施計画及び実施報告を毎年度作成し、別記様式第９号及び別

記様式第10号により、都道府県を経由して防除区域の所在地を管轄する植物防疫所

長に提出する。実施計画については前年度の２月末までに、実施報告については防

除指導を実施した翌年度の４月末までに提出することとする。

２ 植物防疫所長は、提出された実施計画及び実施報告をそれぞれとりまとめ、農業

者団体から提出されてから１か月以内に植物防疫課長に報告する。

第14 周知

植物防疫官、植物防疫員並びに都道府県及び市町村の担当者は、作付禁止植物及び

移動制限植物の生産者、加工業者、卸売・小売業者等の関係者並びに観光客、住民等

に対し、Ｇｐの緊急防除の実施内容について積極的に周知する。
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別記様式第１号

氏 名

「ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除の実施について」（平成28年９

月26日付け28消安第2731号農林水産省消費・安全局長通知）に基づく検査補助

員を委嘱する。

年 月 日

植 物防疫所長名
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別記様式第２号

番 号

年 月 日

ジャガイモシロシストセンチュウ発生状況検査結果通知書

・・・・・ 殿

・・・植物防疫所（・・支所又は出張所）

植物防疫官 氏 名

ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令（平成28年農林水産省

令第61号）第３条第１号の規定による検査の結果を下記のとおりお知らせする。

記

氏 名 住 所 ほ場所在地 ほ場面積 ｼﾞｬｶﾞｲﾓｼﾛｼｽﾄｾﾝﾁｭ

（ha） ｳの発生の有無

（注）ほ場に地番がない場合は、ほ場の所在地が分かる地図を別途添付すること。
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別記様式第３号
年 月 日

ジャガイモシロシストセンチュウに係る作付禁止植物の作付許可管理状況報告書（○○年度）
○○植物防疫（事務）所

作付禁止植物

指令番号 許可年月日 利用期間 申請者名 管理責任者 ほ場の所在地 備考

品名 作付面積

（注）１ ほ場の所在地について、地番がない場合は、そ所在地が分かる地図を別途添付すること。

２ 作付面積の単位は、haとすること。
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別記様式第４号

備考

（１）.......には、植物防疫所（支所又は出張所）

の名称を記入すること。

（２）数字は、検査年月日を記入すること。

28 ･ 10 ･ 25
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別記様式第５号
年 月 日

ジャガイモシロシストセンチュウの防除に係る移動制限植物等検査実績報告書（○○年）
○○植物防疫（事務）所

申請者 住所 植物の種類 検査 不合格 合格 備考

件数 数量 件数 数量 理 由 件数 数量

（注）１ 数量の単位は、kgとすること。

２ 備考欄には、不合格になった移動制限植物の処分方法等について記載すること。
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別記様式第６号
年 月 日

ジャガイモシロシストセンチュウに係る移動制限植物の移動許可管理状況報告書（○○年度）
○○植物防疫（事務）所

移動制限植物 ジャガイモシロ

指令番号 許可年月日 シストセンチュ 利用期間 申請者名 管理責任者 管理場所 備考

品名 産地 数量 ウの利用の有無

（注）数量の単位は、kgとすること。
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別記様式第７号

番 号
年 月 日

廃棄命令書

・・・・・・・ 殿
・・・植物防疫所（・・支所又は出張所）
植物防疫官 氏 名

ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令（平成28年農林水産省
令第61号）第７条の規定により、下記のとおり廃棄すべきことを命ずる。

記

１ 廃棄すべき移動制限植物等及びその理由

所在地 品名 数量又は面積 廃棄の理由

２ 所有者又は管理者の住所及び氏名

３ 廃棄の方法

４ 廃棄の期日

（注）１ この命令について不服があるときは、命令あったことを知った日の翌日
から起算して３か月以内に、農林水産大臣に対して、行政不服審査法に基
づく審査請求をすることができます。
また、この命令の取消しを求める訴えを提起するときは、命令があった

ことを知った日から６か月以内に、国を被告として、行政事件訴訟法に基
づく取消しの訴えを提起することができます（なお、命令があったことを
知った日から６か月以内であっても、命令の日から１年を経過した場合に
は取消しの訴えを提起することができません。）。
２ この命令に違反した場合は、３年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に
処せられます。
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別記様式第８号
年 月 日

ジャガイモシロシストセンチュウの防除に係る廃棄実績報告書（○○年度）
○○植物防疫（事務）所

廃棄命令した植物 廃棄命令書 廃棄命令 廃棄した植物 廃棄できなかった植物

所在地 備考

品名 数量 の番号 年月日 実施年月日 植物名 数量 方法 植物名 数量 理由

合 計 － － － － －

（注）１ 数量は、植物名ごとに記載すること。

２ 数量の単位は、kgとすること。
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別記様式第９号

年 月 日

○○植物防疫所長 殿

住所

所属

代表者氏名

ジャガイモシロシストセンチュウの防除指導に係る実施計画書（○○年度）

○○において、「ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除の実施について」（平

成28年９月26日付け28消安第2731号農林水産省消費・安全局長通知）第12の防除指導を

下記のとおり実施します。

記

項目 指導実施予定時期 指導内容等

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

備考 防除指導を実施する項目は自由に記載することができるが、「ジャガイモシロシストセンチュウの緊急

防除について」（平成28年９月26日付け28消安第2731号農林水産省消費・安全局長通知）第12のすべての

項目を含むこと。
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別記様式第10号

年 月 日

○○植物防疫所長 殿

住所

所属

代表者氏名

ジャガイモシロシストセンチュウの防除指導に係る実施報告書（○○年度）

○○において、「ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除の実施について」（平

成28年９月26日付け28消安第2731号農林水産省消費・安全局長通知）第12の防除指導を

下記のとおり実施しました。

記

項目 指導実施時期 指導内容等 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

備考１ 防除指導を実施する項目には、当該年度の「ジャガイモシロシストセンチュウの防除指導に係る実施

計画書」（以下「実施計画書」という。）に記載した項目を必ず記載すること。実施計画書に記載しな

かった内容の防除指導を実施した場合は、適宜、その項目を追加して記載すること。

２ 指導内容等については、実施内容を詳細に記載すること。

３ 実施計画書に記載した防除指導を実施できなかった場合は、その理由を備考欄に記載すること。




